
今後の三者協議会の進め方 資料２

合意形成の必要な項目

①保育園の名前
②保育の内容
③引継ぎ保育
④子どもの情報の法人への提供
⑤保育料以外の徴収金
⑥園舎の整備

保護者からの意見要望

本日の資料（保育園運営に対する考え方）を保護者に送付し、その上で意見や要望をお聞きし、今後の
会議の資料としたい。


